


目 次

第１ 平成２５年度予算概算要求の概要 ････････････････････････････････････････ 1

１．基本方針 ････････････････････････････････････････････････････････････ 1

２．要求概要 ････････････････････････････････････････････････････････････ 2

１）要求総括表 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 2

２）重点要求・特別重点要求について ････････････････････････････････････ 3

３）東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費の要求について ･････････ 4

４）新たな積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画の策定等 ･･････････････ 4

５）社会資本の総合的整備（社会資本整備総合交付金） ････････････････････ 4

第２ 東日本大震災に係る復旧・復興等 ････････････････････････････････････････ 6

１）東日本大震災に係る復旧・復興 ･･････････････････････････････････････ 6

２）復興道路・復興支援道路の整備 ･･････････････････････････････････････ 7

３）常磐自動車道の復旧・整備 ･･････････････････････････････････････････ 8

第３ 主な施策の概要 ･･･････････････････････････････････････････････････････ 9

１．災害リスクの低減 ･･･････････････････････････････････････････････････ 9

①全国ミッシングリンクの整備 ･･･････････････････････････････････････ 9

②道路の防災・震災対策 ･･････････････････････････････････････････････10

③密集市街地の解消 ･･････････････････････････････････････････････････10

２．我が国産業・経済の基盤や国際競争力の強化 ････････････････････････････11

１）大都市の機能拡充・強化とアクセス性の向上 ･･････････････････････････11

①大都市圏環状道路の整備 ････････････････････････････････････････････11

②大都市圏の渋滞ボトルネック対策 ････････････････････････････････････11

③国際海上コンテナ車通行支障区間の解消、空港･港湾等アクセスの向上 ･･････12

④特殊車両通行許可手続きの運用の改善 ････････････････････････････････12

⑤道路分野における海外展開 ･･････････････････････････････････････････13

２）地域の活力の維持・向上 ････････････････････････････････････････････13

①美しい国土景観の形成 ･･････････････････････････････････････････････13

②無電柱化の推進 ････････････････････････････････････････････････････14

③スマートインターチェンジの整備 ････････････････････････････････････14

３．持続可能で活力ある国土・地域づくりの実現 ････････････････････････････15

１）持続可能でエネルギー効率の良い暮らしの形成 ･･･････････････････････15

①円滑な都市・地域活動のための渋滞対策 ･･････････････････････････････15

②開かずの踏切等の解消 ･･････････････････････････････････････････････15



③路上工事による交通への影響の低減 ･･････････････････････････････････16

④「次世代ＩＴＳ」の推進 ････････････････････････････････････････････16

⑤道路分野における地球温暖化対策の推進 ･･････････････････････････････17

２）誰もが安全・安心して暮らすことができる社会の実現 ･･････････････････18

①道路空間のオープン化 ･･････････････････････････････････････････････18

②交通結節点の改善等によるシームレスな移動の実現 ････････････････････19

③地域を支える生活幹線ネットワークの形成 ････････････････････････････19

④効果的・効率的な交通事故対策の推進 ････････････････････････････････20

⑤通学路における交通安全の確保 ･･････････････････････････････････････20

⑥歩行空間のユニバーサルデザインの推進 ･･････････････････････････････21

⑦自転車利用環境の整備 ･･････････････････････････････････････････････21

⑧道路の雪寒対策の推進 ･･････････････････････････････････････････････22

⑨沿道環境の改善 ････････････････････････････････････････････････････22

４．社会資本の適確な維持管理・更新 ･･････････････････････････････････････23

①道路の適確な維持管理・更新 ････････････････････････････････････････23

②国道(国管理)の維持管理 ････････････････････････････････････････････24

第４ 道路事業の効率的・効果的な実施 ････････････････････････････････････････25

①事業評価の改善 ････････････････････････････････････････････････････25

②民間技術力の活用や品質向上のための新しい契約方式への取組 ･･････････25

（参考資料）

○ 今後の高速道路のあり方 ････････････････････････････････････････････････26

○ 首都高速の再生に関する有識者会議 提言書の概要 ････････････････････････27

○ 平成24年度一般会計予算の概要 ･･････････････････････････････････････････28

○ 公共事業関係費の推移 ･･････････････････････････････････････････････････28

○ 高規格幹線道路の整備状況 ･･････････････････････････････････････････････29

○ 高速道路機構の未償還残高 ･･････････････････････････････････････････････29

○ 現行の料金割引（ＮＥＸＣＯ地方部） ････････････････････････････････････30

○ 道路関係予算概算要求総括表 ････････････････････････････････････････････31

○ 高規格幹線道路網図 ････････････････････････････････････････････････････33

○ 大都市圏幹線道路図 ････････････････････････････････････････････････････35

・東京圏高規格幹線道路図 ･････････････････････････････････････････････35

・首都高速道路図 ･････････････････････････････････････････････････････36

・大阪圏高規格幹線道路図 ･････････････････････････････････････････････37

・阪神高速道路図 ･････････････････････････････････････････････････････38

・名古屋圏高規格幹線道路図 ･･･････････････････････････････････････････39

















３）常磐自動車道の復旧・整備

■被災地域の復興に不可欠な基幹的インフラである常磐自動車道の早期復旧・
整備を目指します。

○常磐自動車道（広野 IC ～山元 IC）の事業進捗状況と供用目標
【事業進捗状況】

- 区域見直し前の警戒区域外においては、平成 23 年 5 月 16 日に工事を再開し、
区域見直し前の警戒区域内においては、関係省庁による合同チームにおいて、
除染等の放射線対策を検討。

- 区域見直し前の警戒区域のうち、空間線量 20 ミリシーベルト／年を下回る区
間については、平成 24 年 3 月より復旧・整備工事に着手。残る区間について
は環境省の除染事業と並行して復旧・整備工事を進める予定。

【供用目標】
- 相馬 IC ～山元 IC 間 ：平成 26 年度
- 南相馬 IC ～相馬 IC 間：平成 24 年 4 月 8 日に供用を開始

区域見直し前の警戒区域を含む以下の区間については、工事発生材の処理、供用
形態、アクセス道路の復旧等について関係機関との調整が整うことを前提に

- 浪江 IC ～南相馬 IC 間 ：平成 26 年度
- 常磐富岡 IC ～浪江 IC 間：平成 26 年度供用目標区間から大きく遅れない時期
- 広野 IC ～常磐富岡 IC 間：平成 25 年度

を供用目標として事業を推進。

○常磐自動車道位置図

福島第一

原子力発電所

山元IC

広野IC

相馬IC

広野IC～常磐富岡IC

供用目標：平成25年度

鹿島SA

新地IC

南相馬IC

20km区域

（区域見直し前の警戒区域）

凡 例

常磐自動車道

（事業中）

直轄国道

南相馬IC～相馬IC

平成24年4月8日開通

相馬IC～山元IC

供用目標：平成26年度

楢葉PA

警戒区域

避難指示解除準備区域

居住制限区域

帰還困難区域

凡 例

※平成24年8月10日時点

※区域境は概略位置

計画的避難区域

常磐富岡IC

浪江IC

浪江IC～南相馬IC

供用目標：平成26年度

常磐富岡IC～浪江IC

供用目標：平成26年度供用目標

区間から大きく遅れない時期
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②道路の防災・震災対策

■災害発生時における被害を軽減し、円滑かつ迅速な応急活動を支援するため

に、防災対策（斜面・盛土等）や耐震対策（耐震補強等）を引き続き推進す

るとともに、交通施設への防災機能の付加（道の駅、緊急連絡路、避難階段）

を進めます。

■豪雨により発生する道路冠水による事故の未然防止のために、排水ポンプや

道路情報板の整備とともに、関係機関との連携強化や道路情報の提供を図り

ます。

■災害時の避難や移動に必要な情報の適切な提供に向け、道路の海抜表示、通

行止め情報の集約・共有等を図ります。

・緊急輸送道路上の橋梁の耐震化率は７７％（平成２２年度末時点）
・道路斜面や盛土等の要対策箇所の対策率は５４％（平成２２年度末時点）

＜斜面崩落防止対策＞ ＜盛土のり尻補強＞ ＜橋脚の耐震補強＞

＜交通施設への防災機能の付加＞ ＜道路の海抜表示＞ ＜通行止め情報の提供＞

（対策事例：避難階段）

③密集市街地の解消

■災害時の被害を軽減するため、防災上危険な密集市街地において、面的な市

街地整備や延焼遮断帯、緊急車両の進入路・避難路として機能する道路の整

備を支援します。

・地震時等において、大規模な火災の可能性、あるいは道路閉塞による地区外への避難経
路の喪失の可能性があり、重点的な改善が必要な密集市街地が全国で約６，０００ ha（平
成２２年度）存在

整備前 整備後

＜都市基盤が伴わないまま市街化が進んだ地区において土地区画整理事業を実施
（高知市・潮江西部地区）＞
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２．我が国産業・経済の基盤や国際競争力の強化

１）大都市の機能拡充・強化とアクセス性の向上

①大都市圏環状道路の整備

■首都直下地震等における避難、救援、物資輸送ルートの確保や、迅速かつ円

滑な物流の実現、国際競争力の強化、交通渋滞の緩和等を図るため、諸外国

の主要都市に比べて整備率が低い三大都市圏環状道路等の整備を推進します。

・東京首都圏における環状道路の整備率は約４８％(北京,ソウル:１００％)(平成２４年４月時点)

・首都高速都心環状線を利用する全交通のうち約６割が通過交通

＜首都圏３環状の整備状況＞

②大都市圏の渋滞ボトルネック対策

■大都市地域の渋滞を軽減し、定時性などネットワークの質を高めるため、

大都市周辺のボトルネック箇所への集中的対策に向けた調査を推進します。

・大都市流入部などでのボトルネックなどにより、深刻な渋滞が発生しており、効率性を

阻害（例：中央自動車道 小仏トンネル付近、東名高速道路大和トンネル付近 など）

＜全国の高速道路の損失時間の分布＞

90％タイル速度

平均速度

5％タイル速度

10％タイル速度

（凡例）

高速道路の定時性（中央道の例）

【集計条件】
対象期間：平成22年4月1日～11月30日（民間プローブデータより算出）

集計値：昼間12時間の15分毎の所要時間の％タイ ル速度（※）

※%タイ ル速度：速度の低い方から順番に並べて、○％番目の速度
例）100のサンプルがあった場合、10%タイル速度は、小さい方から10番目の速度となる。

赤：損失時間１～１０位の区間、黄：損失時間１１位～２０位

損失時間 ： 渋滞等がない自由走行の時と比べ余計にかかる時間

（総走行時間－自由走行時間）

【諸外国の主要都市における環状道路の整備状況】

計画延長 供用延長 整備率

ソウル 168km 168km 100%

北京 433km 433km 100%

パリ 313km 272km 87%

東京 525km 251km 48%

※ ソウル ： 2007年12月完成

北 京 ： 2009年 9月完成

パ リ ： 2011年 1月現在

東 京 ： 2012年 4月現在

Ｎ

鶴ヶ島JCT

五霞ＩＣ

東金ＩＣ・JCT

木更津JCT

茂原長南ＩＣ

青梅ＩＣ

高尾山ＩＣ

相模原愛川ＩＣ

戸塚ＩＣ

釜利谷ＪＣＴ栄ＩＣ・

相模湾

東京湾

太平洋

松尾横芝ＩＣ

館
山

道

東
関

道

北

東
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関

越

道

道央中

東
名

高

東京湾

道

路第
三

京

浜

横
横

小

原
木

路
道

東
京

外
か く 環状道 路

京
東

湾ｱ
ｸ
ｱ
ﾗｲ

ﾝ

成田空港

厚

久喜白岡

神崎ＩＣ

八王子JCT

あきる野ＩＣ

つくば牛久ＩＣ

稲敷ＩＣ

東ＩＣ

中
央 環

海老名南JCT

阿見東IC

田 茅ヶ崎JCT

高谷JCT

三郷南ＩＣ

常
磐

道

海老名JCT

海老名IC

木更津東IC

東京都

埼玉県 茨城県

千葉県

神奈川県

状

大栄ＪＣＴ

JCT
つくば

つくば
中央IC

川島
ＩＣ

桶川
白岡
菖蒲
ＩＣ

東

速

水海道ＩＣ
JCT

JCT

北本
ＩＣ

桶川

ＩＣ

牛久阿見ＩＣ

岸

注）東北道～木更津東ＩＣ間は、暫定２車線

凡 例

供 用 中

事 業 中

※未開通区間のIC・JCT名は仮称

調 査 中
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④効果的・効率的な交通事故対策の推進

■幹線道路では、事故ゼロプラン参８など、市民参加・市民との協働のもと効果的

・効率的に事故対策を推進するなど、事故の危険性が高い箇所等について重点

的に対策を実施します。

■生活道路では、通過交通の抑制、車両速度の抑制等の面的かつ総合的な事故抑

止対策を推進するとともに、市街地等において実施される面的な速度規制と連

携した車道幅員の縮小・路側帯の拡幅による歩行空間の確保を推進します。

・平成２３年中の交通事故死者数は１１年連続で減少し４，６１２人（対前年比△５．２％)

・我が国における交通事故死者のうち、歩行中・自転車乗車中が占める割合は５１％で、

欧米の１６～２７％と比べ突出

⑤通学路における交通安全の確保

■通学路について、緊急合同点検の結果等を踏まえ、学校や保護者等と連携し、

歩道整備のほか即効性の高い対策も実施することにより、安全な歩行空間を

確保する取組を推進します。

■併せて、通学路の安全確保に資する自転車通行空間の確保、無電柱化、ユニ

バーサルデザイン等の関連する施策を推進します。

参８：事故データや地方公共団体、地域住民からの指摘等に基づき交通事故の危険性が高い区間（事故危険区間）
を選定し、地域住民への注意喚起や事故要因に即した対策を重点的・集中的に講じることにより効果的・効
率的な交通事故対策を推進するとともに、完了後はその効果を計測、評価しマネジメントサイクルにより逐
次改善を図っていく取組

【 事 故 ゼ ロ プラ ン の 取 組】

直進阻害による
追突事故が多発

対策前

右
折
レ
ー
ン
の

カ
ラ
ー
舗
装
化

対策後

○事故原因に即した効果の高い対策の立案

２．０ｍ ４．０ｍ ２．０ｍ

【生活道路における対策】

＜面的な速度規制＞ ＜路側帯拡幅＞

【通学路対策の流れ】 【通学路における要対策箇所イメージ】

危険箇所

対策案の策定

要対策箇所の抽出

対策の実施

学校、道路管理者、警察、
保護者等による合同点検

学校、道路管理者、警察、保護
者、利用者団体等による検討

○○小学校

文

：要対策箇所

：通学路（学校指定）

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、ＰＴＡ
・道路管理者
・警察署
・利用者団体

・狭い歩道の中にバス停
があり、バスを待つ人
がいる場合など危険

＜対策メニュー＞
・バス停周辺歩道整備

・自転車と徒歩通学する
児童が錯綜し危険

＜対策メニュー＞
・自転車通行位置の明示

・踏切内の歩行空間が狭く、
児童と車が輻輳し危険

＜対策メニュー＞
・踏切の拡幅

・歩くのに電柱が邪魔に
なり、車道へ入り込む

＜対策メニュー＞
・無電柱化

・国道の渋滞を避けて抜け
道として利用する大型車が
多いが、歩道がなく危険

＜対策メニュー＞
・大型車通行禁止
・狭さくの設置

・歩道の幅員が狭く、
また段差がある箇所
があり転倒の危険

＜対策メニュー＞
・歩道拡幅
・バリアフリー化
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⑧道路の雪寒対策の推進

■冬期の安全で円滑な道路交通を確保するため、防雪施設等の整備を推進すると

ともに、除雪作業及び凍結防止剤散布を行い、適切な冬期道路管理を実施します。

■道路利用者には、チェーン装着などの冬装備の徹底にむけた啓発活動を行うと

ともに、道路情報などの情報提供に努めます。

・国土の約６０％が積雪寒冷地域となっており、総人口の約２０％を占める約２，８００万人

の人々が生活

・平成２３年度冬期に発生した約８５０件の立ち往生のうち、冬装備が不十分な大型車等が原

因となったものは約９割（全国の直轄国道）

○雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障をおよぼす恐れのあ
る箇所について、防雪施設等の整備を推進するとともに、
気象条件や交通状況を勘案し、必要な除雪作業及び凍結防
止剤の散布を実施

○特に異常な降雪時においては、国道事務所が中心となり、
警察やその他の道路管理者と連絡調整及び情報共有を図り
通行障害発生の抑制に取り組むなど、適切な冬期道路管理
を実施 ＜雪崩防止柵＞

○冬装備が不十分な大型車等が立ち往生する箇所について、チェーン脱着場や効率的
な除雪を行うための除雪ステーションの整備を推進するとともに、利用者への情報
提供や啓発活動を推進

＜除雪作業＞ ＜凍結防止剤散布＞ ＜各機関による情報連絡＞ ＜チェーン装着指導＞

⑨沿道環境の改善

■長年、環境基準を達成していない地域等を中心に、沿道環境の早期改善を図

るため、バイパス整備や交差点改良等のボトルネック対策や遮音壁の設置等

を推進します。

・自動車排出ガス測定局においてＮＯ２の環境基準の達成率が向上

（Ｈ１８：９１％→Ｈ２２：９８％）

・自動車騒音の常時監視地域において騒音の環境基準の達成率が向上

（Ｈ１８：８５％→Ｈ２２：９１％）

＜騒音対策＞ ＜大気質対策＞ ＜大気汚染物質(NOx)と走行速度の関係＞

（遮音壁 [第二京阪道路]） （交差点立体化 [国道２号]）

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

20 40 60 80

平均走行速度(km/h)

N
O
x排

出
量

(g
/
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)

1.68

1.09
0.87

1.10
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第４ 道路事業の効率的・効果的な実施

①事業評価の改善

■東日本大震災において、道路が早期に啓開・復旧し、救助・救援活動、広域
的な緊急物資の輸送を可能とした等、様々な役割を果たしたことを踏まえ、
平成23年度に暫定的にとりまとめた防災機能の評価手法について、適用事例
を通じて適宜改善を加えていきます。

■今後、道路事業の目的、効果に見合った多様な手法を追加することにより、
評価手法の更なる充実を図ります。

【道路事業における評価手法の方向性（案）】

②民間技術力の活用や品質向上のための新しい契約方式への取組

■新しい契約方式を積極的に採用することで、道路構造物等の品質向上や業務
の効率化を図ります。

○長期の品質確保に向けた取組
- 新設アスファルト舗装においては、長期保証型の契約方式

参１２
を引き続き原則採用

さらに、ＰＣ橋等他の施設へ試行的に導入

○包括的契約
参１３

に向けた取組

- 施工段階から維持管理を意識した建設を促すため、新設工事と維持管理の一体的な契約を

積極的に活用
- 一定の性能を規定することで施工者が自主的に管理を行うことが出来る性能規定型の維持

管理工事等の実績を分析し、改良したうえで実施
○民間企業の経験や技術力を活用するための取組
- 事業の円滑な進捗等を図るため、民間技術力を活用する事業促進ＰＰＰを導入
- 橋梁の構造や架設工法が特殊な場合には、施工者が有する高い技術力を活用するため、詳

細設計付き橋梁工事を積極的に実施

参１２：施設完成後に一定期間を経た後の品質を確認する契約方式

参１３：複数の業務を一体的に契約する方式

必要性の評価
例えば
【交通事故の削減】
【道路環境の改善】
【地域の活性化】

●
●

など道路事業の目的、
効果に見合った評価
手法の確定・追加

評価結果を踏まえて事業実施等を判断

円滑な道路交通の確保

走行時間の短縮

安全な道路交通の確保

防災対策や災害時の
救助・救援活動の支援

○○○○
○○○○

○○○○

道路事業の目的、効果毎に
評価手法を確定し追加

有効性の評価

効率性の評価

必要性の評価

有効性の評価

効率性の評価

道路事業の目的、効果に見合った多様な手法を追加して評価を実施

≪評価手法の充実≫

※多数の車両（交通量）を
円滑に走行させる効果

※交通量にかかわらず満た
さなければならない効果

※ ３便益B/Cを基本とした評価は引き続き実施

（政策目標評価型事業評価）
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① 首都高速は、景観への影響はもちろん、首都・東京の
経済社会活動を支え、都市の骨格を形成している大動
脈であり、その再生にあたっては、国家プロジェクトとし

○首都高速の再生に関する有識者会議 提言書の概要 H24.9

■首都高速の老朽化の進展 ■安全な高速走行の課題 ■都市環境への影響 ■首都直下型地震への対応

Ⅰ．首都高速の再生の必要性

Ⅱ．再生の基本方針
人と環境に優しく、安全で魅力ある「世界都市・東京」の創造に世代を超えて貢献していくためにも、

民間の活力を取り入れ、単なる老朽化した首都高速の更新にとどまらない「世界都市・東京」にふさわしい再生が必要

Ⅲ．再生の将来像

①首都高速の老朽化対策を確実に実施する

②首都・東京の望ましい交通の姿の実現を図る

【再生を検討する上での前提条件】

• 総延長300kmのうち、経過年数40年
以上の構造物が約3割

• 補修が必要な損傷は7年で約3倍の
9.7万件

• 首都高速の死傷事故率は、他の自動車
専用道路の約2.5倍

• 都心環状線は、右側からの合流が24カ
所存在（左側は39カ所）

• 東京オリンピックに合わせて
緊急的に整備されてから、既
に半世紀近くが経過し、老朽
化が進展

• 複雑な分合流、急カーブなど厳
しい線形となっており、安全な高
速走行に課題

• 建設当時は、先進都市の象徴と
なる道路であったが、今日的な視
点から再検討が必要

• 高架橋が周辺に圧迫感を与え、
都市景観を阻害し、河川埋め立て

等により、貴重な水辺空間を喪失
• 騒音、大気汚染等の環境問題も
依然として課題

• 緊急輸送道路として、構造物の耐
震力強化が必要

• 不測の事態に備え、複数経路選
択が可能となる環状道路ネット
ワークが不十分な状況を踏まえ、

強化が必要
• 東名高速から都心へ至るパターンは、
5（現在）→１４７０（三環状完成後）

【基本スタンス】

（参考）諸外国等の取組
○道路を地下化し、地上にプロムナードなどを整備する都市環境改善に向けた道路再生の取組は、20世紀の終わり頃から、

世界各国に広がっている

＜提言のポイント＞

○老朽化した首都高速都心環状線は、高架橋を撤去し、地下化などを含めた再生を目指す

○首都・東京の道路ネットワーク、首都直下型地震への対応という観点から、国家プロジェクトとして再生を行う

○民間の活力を生かし、単なる高速道路の整備に終わらない、世界都市・東京を発信する

（参考資料）

①撤去や再構築の範囲などには、様々なバリエーションが考えられ、首都・東京の生活や
経済に大きな影響を与えることが想定されることから、計画の具体化にあたっては、環境
や渋滞への影響も含めて詳細な分析・検討を実施すべき

②再構築にあたっては、都心部の土地利用の高度化が進んでいることや、首都直下型地震
への対応を考慮して、用地買収のいらない大深度地下の活用についても検討すべき

① 国は主導して、地方公共団体や首都高速会社と連携し、国家プロジェクトとして、計画の具体化に取り組むべき

② 再生については、環状道路ネットワークの形成に併せて行われることになるが、これを待つことなく、
直ちに再生計画の具体化に取り組むべき

③ 計画の具体化にあたっては、住民、道路利用者など幅広い主体と情報を共有し、理解を深めながら進めるべき
また、都市再生プロジェクトとの連携については、民間のアイディアも積極的に取り入れるべき

④ 必要な事業費の負担については、計画の具体像に応じて、決定すべきであるが、厳しい財政状況の中では、
税金に極力頼らず、料金収入を中心とした対応を検討するべき

⑤ 比較的条件が整っている築地川区間などをモデルケースとして、再生のあり方、費用などについて直ちに検討を進めるべき

Ⅳ．再生の今後の進め方

脈であり、その再生にあたっては、国家プロジェクトとし
て取り組むことが必要

② 都心環状線等は、都心部の重要な機能を担う、象徴的
な道路であり、当面は不可欠な路線と言える。しかし、
老朽化や、景観への影響、首都直下型地震への対応
も考慮し、都心環状線等の「撤去の可能性」と「撤去す
るための具体的な方策」について、直ちに検討し、具体
的な取組につなげるべき

東京湾

外環道

中環線

東北道

関越道 常磐道

東関道

館山道

中央道

東名高速

第三京浜

湾岸道路

再構築

将来像のイメージ【将来像の方向性】

・都心部に過度な自動車交通を引き込まない

・都心部の大型車対策として、一般道から高速利用への転換
を促進するとともに、高速走行の安全性を向上する

・過積載の取締などにより適正な利用を促進

このため、東京外かく環状道路など環状道路ネットワーク
を早期に整備するとともに、都心部への流入を調整するよ
うなソフト施策（例：料金施策）の取組などが必要

【計画の具体化に向けた留意点】

※撤去や再構築の範囲、
構造形式は複数考えられる

都心環状線の高架橋を撤去し、地下化などを含めた再生を目指し、
その具体化に向けた検討を進めるべき
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（参考資料）

道　　路　　関　　係　　予　　算　　概　　算　　要　　求　　総　　括　　表

（単位：百万円）

平成２５年度（Ａ） 前年度（Ｂ） 倍率（Ａ）／（Ｂ）

1,584,625 1,262,115 1,486,325 1,185,090 1.07 1.06

1,253,396 930,886 1,156,204 854,969 1.08 1.09

222,288 222,288 215,788 215,788 1.03 1.03

108,941 108,941 114,333 114,333 0.95 0.95

108,522 67,575 84,177 51,551 1.29 1.31

88,095 49,419 80,404 44,989 1.10 1.10

17,700 11,800 0 0 - -

2,727 6,356 3,773 6,562 0.72 0.97

1,717,231 71,152 1,707,496 88,473 1.01 0.80

3,410,378 1,400,842 3,277,998 1,325,114 1.04 1.06

 （重点要求等に係る計数を除いた場合）

3,166,692 1,206,640 3,277,998 1,325,114 0.97 0.91

業 務 取 扱 費

区　　　　　分

直 轄 事 業

改 築 そ の 他

維 持 管 理

合 計

補 助 事 業

地 域 高 規 格 道 路 等

国債義務額（地高除く）・補助率差額等

有 料 道 路 事 業 等

除 雪

合 計

備　　　　　考
事業費 国費 事業費 国費 事業費 国費

この他に、社会資本整備総合交付金（国費15,056億円）があ
り、地方の要望に応じて道路整備に充てることができる。

１． 有料道路事業等の事業費については、各高速道路株式会社
の建設利息を含む。

２． 有料道路事業等の計数には、連続立体交差事業資金貸付金
を含む。

３． 特別会計改革の実施等により経理区分が変更されることに伴
い増加する経費については、予算編成過程において検討し、
必要な措置を講ずることとされており、概算要求では事項要求
としているが、本表においては、当該経費のうち貸付金償還金
等（国費728億円）を含めた額としている。

４． 本表には、重点要求等に係る計数（国費1,942億円）を含む。

５． 本表のほか、行政部費（国費10億円）がある。

６． 本表のほか、地方道路整備臨時貸付金の制度延長を要求。

７． 本表のほか、東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費
として国費1,716億円（復興庁計上分1,384億円、全国防災332
億円）がある。この他に、東日本大震災からの復旧・復興対策
に係る経費として社会資本整備総合交付金等があり、地方の
要望に応じて道路整備に充てることができる。

8． 四捨五入の関係で、各計数の和が一致しないところがある。

M-ROBKIK
テキストボックス
－ 31 －

M-ROBKIK
テキストボックス
－ 32 －



高 規 格 幹 線 道 路 網 図

東京

練馬

小樽

西粟倉

留萌

稚内

紋別

名寄

北見
網走

千歳恵庭

苫小牧東

浦河 広尾

釧路

根室

帯広

黒松内

小樽
余市

江差

那覇空港
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長崎

鳥栖

矢部
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嘉島

鹿児島
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豊津
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湯殿山
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鶴ヶ島

長坂

双葉

下田

三ヶ日

敦賀

福井北
砺波

更埴

岡谷

松本

上越

藤岡

川口

輪島

飛騨
清見

白鳥

美濃関

小矢部

泉佐野
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尾道

北房

倉敷

落合
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四万十町中央
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米
子
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福山西

東根

鰺ヶ沢
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足寄
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関

いわき

南紀田辺

米子北

木更津

比布

山口南

一宮

三郷南

苅田
北九州空港

川之江東
増穂

佐用

大原

山元

遊佐

木更津南

日向

あつみ温泉

朝日まほろば

曽於
弥五郎

世羅

浦幌

小樽

速見

青森

青森東青森東

つくば

新空港
大栄

茨城空港北茨城空港北
茨城町茨城町

水戸南水戸南

木更津

木更
津南
木更
津南

久喜白岡久喜白岡

三郷三郷

高谷

佐久南

河口湖河口湖

福井北

飛騨
清見

上社
名古屋名古屋

小牧小牧
一宮 土岐

養老養老

名古屋西名古屋西
四日市北四日市北

四
日
市

亀山西亀山西
豊田東

尾羽

草津草津

吹田

松原
西宮

大和大和
郡山郡山

和歌山和歌山

有田有田
中土佐中土佐

御殿場御殿場

川之江東
川之江

吉川

中央中央

東名東名
海老名

利府

飯田山本

沼津

釜石

浪岡

海老名

沼津

飯田山本

亀
山
亀
山

大泉 練馬
高井戸
東京

大沼公園

宇和島北

都農都農

浜松いなさ

新清水

清水

海山海山

常磐富岡

南相馬

海老名南

根 室 線

網 走 線

弘 前 線

八 戸 線

釜石秋田線

酒 田 線

いわき新潟線

釜 石 市

仙 台 市

いわき市

新 潟 市

相 馬 市

秋 田 市

酒 田 市

新 潟 市

青 森 市

横 手 市

新 潟 市

上 越 市

仙 台 市

館 山 市

水 戸 市

ひたちなか市

富士吉田市

西 宮 市

長 野 市

小 牧 市

砺 波 市

名古屋市

佐 久 市

米 原 市

函 館 市稚 内 市

根 室 市

網 走 市

青 森 市

黒松内町

東 京 都

東 京 都

東 京 都

東 京 都

高 崎 市

東 京 都

東 京 都

一 宮 市

東 京 都

静 岡 市

新 潟 市

新 潟 線

上 越 線

館 山 線

水 戸 線

富士吉田線

西 宮 線

長 野 線

中 央 自 動 車 道

東 関 東 自 動 車 道

関 越 自 動 車 道

東 北 横 断 自 動 車 道

東 北 縦 貫 自 動 車 道

北海道横断自動車道

第 一 東 海 自 動 車 道

東 海 北 陸 自 動 車 道

第 二 東 海 自 動 車 道

中 部 横 断 自 動 車 道

北 陸 自 動 車 道

北 関 東 自 動 車 道

常 磐 自 動 車 道

北 海 道 縦 貫 自 動 車 道

日 本 海 沿 岸 東 北 自 動 車 道

東 北 中 央 自 動 車 道

近 畿 自 動 車 道

中 国 横 断 自 動 車 道

九 州 縦 貫 自 動 車 道

九 州 横 断 自 動 車 道

中 国 縦 貫 自 動 車 道

山 陽 自 動 車 道

山 陰 自 動 車 道

四 国 縦 貫 自 動 車 道

四 国 横 断 自 動 車 道

東 九 州 自 動 車 道

成 田 国 際 空 港 線

関 西 国 際 空 港 線

関 門 自 動 車 道

沖 縄 自 動 車 道

伊 勢 線

名古屋大阪線

名古屋神戸線

紀 勢 線

敦 賀 線

姫路鳥取線

岡山米子線

尾道松江線

広島浜田線

鹿 児 島 線

宮 崎 線

長崎大分線

延 岡 線

名古屋市

松 原 市

吹 田 市

吹 田 市

吹 田 市

姫 路 市

岡 山 市

尾 道 市

広 島 市

鳥 取 市

徳 島 市

阿 南 市

北九州市

長 崎 市

御 船 町

北九州市

成 田 市

泉佐野市

下 関 市

名 護 市

名古屋市
伊 勢 市

吹 田 市

神 戸 市

多 気 町

敦 賀 市

下 関 市

下 関 市

鳥 取 市

境 港 市

松 江 市

浜 田 市

美 祢 市

大 洲 市

大 洲 市

鹿児島市

宮 崎 市

大 分 市

延 岡 市

鹿児島市

成 田空 港

関西空港

北九州市

那 覇 市

路 線 名 起点 終点 路 線 名 起点 終点

（イ）高速自動車国道 （ロ）一般国道自動車専用道路

日 高 自 動 車 道
深 川 ・ 留 萌 自 動 車 道
旭 川 ・ 紋 別 自 動 車 道
帯 広 ・ 広 尾 自 動 車 道
函 館 ・ 江 差 自 動 車 道
津 軽 自 動 車 道
三 陸 縦 貫 自 動 車 道
八 戸 ・ 久 慈 自 動 車 道
首都圏中央連絡自動車道
中 部 縦 貫 自 動 車 道
能 越 自 動 車 道
伊 豆 縦 貫 自 動 車 道
三 遠 南 信 自 動 車 道
東 海 環 状 自 動 車 道
京 奈 和 自 動 車 道
西 神 自 動 車 道
京 都 縦 貫 自 動 車 道
北 近 畿 豊 岡 自 動 車 道
尾 道 ・ 福 山 自 動 車 道
東 広 島 ・ 呉 自 動 車 道
今 治 ・ 小 松 自 動 車 道
高 知 東 部 自 動 車 道
西 九 州 自 動 車 道
南九州西回り自動車 道
那 覇 空 港 自 動 車 道
本 州 四 国 連 絡 道 路

（神戸・鳴門ルート）
（児島・坂出ルート）
（尾道・今治ルート）

苫小牧市
深 川 市
旭 川 市
帯 広 市
函 館 市
青 森 市
仙 台 市
八 戸 市
横 浜 市
松 本 市
輪 島 市
沼 津 市
飯 田 市
豊 田 市
京 都 市
神 戸 市
宮 津 市
豊 岡 市
尾 道 市
東広島市
今 治 市
高 知 市
福 岡 市
八 代 市
那覇空港

神 戸 市
早 島 町
尾 道 市

浦 河 町
留 萌 市
紋 別 市
広 尾 町
江 差 町
鰺ヶ沢町
宮 古 市
久 慈 市
木更津市
福 井 市
砺 波 市
下 田 市
浜 松 市
四日市市
和歌山市
神 戸 市
京 都 市
丹 波 市
福 山 市
呉 市
西 条 市
安 芸 市
武 雄 市
鹿児島市
西 原 町

鳴 門 市
坂 出 市
今 治 市

路 線 名 起 点 終 点

供 用 区 間

事 業 中

計 画 中

供 用 区 間

一般国道自動車専用道路

高速自動車国道に並行する一般国道自専道

高速自動車国道

凡 例

供 用 区 間

整 備 計 画 区 間

基 本 計 画 区 間

予 定 路 線 区 間

事 業 区 間

年度新規供用区間

25年度新規供用区間

25年度新規供用区間

25

( 平 成 2 5 年 度 供 用 予 定 )

平成25年度供用

平成24年度末時点の高規格幹線道路網図に、
平成25年度新規供用箇所を旗揚げ

西九州自動車道

唐津千々賀山田～
一般国道497号

北波多 4km

東九州自動車道
苅田北九州空港～行橋 9km

山陰自動車道に並行

仁摩･温泉津道路 6km
一般国道9号

山陰自動車道に並行
一般国道9号
名和･淀江道路 4km

一般国道9号中国横断自動車道尾道松江線

吉舎～三次JCT 10km

山陰自動車道に並行

中山･名和道路 4km

山陰自動車道に並行
一般国道9号

鳥取西道路 2km

一般国道55号
香南のいち～

京奈和自動車道

紀北かつらぎ～打田 13km

高知東部自動車道

香南かがみ 2km

一般国道24号

京奈和自動車道

大和郡山JCT～郡山南 2km
一般国道24号

近畿自動車道紀勢線に並行

熊野尾鷲道路 14km
一般国道42号

近畿自動車道紀勢線
海山～紀伊長島 15km

伊豆縦貫自動車道

三島塚原～大場･函南3km
一般国道1号

首都圏中央連絡自動車道
一般国道468号

相模原愛川～高尾山 15km

常磐自動車道に並行
一般国道47号

2km仙台北部道路

三陸縦貫自動車道

陸前高田～通岡 4km
一般国道45号

日本海沿岸東北自動車道に並行
一般国道7号

大館西道路 2km

･

日本海沿岸東北自動車道
大館市商人留～

14km小坂JCT

八戸 久慈自動車道
一般国道45号
八戸JCT～八戸是川 5km

香南のいち～
一般国道55号

（参考資料）
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